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糸魚川市 令和８年度版    

創業支援事業 補助金等支援制度のご案内 

糸魚川市で新たに事業を始める予定の皆さん、事業承継の機会に新事業・新分野に進出した

い経営者の皆さんなどの新たなチャレンジの実現を支援するため、補助金等の支援を実施して

います。 

 

■ 創業支援事業 ※募集期間があります。 

市内において新たに事業を営もうとする個人又は法人が、その事業を行う際に必要となる経

費の一部を補助します。 

対 象者 
創業予定者、事業継承者、第二創業予定者で、特定創業支援等事業者の証明書の

交付を受けた者【糸魚川創成塾2025基礎講座の修了で取得が可能です】 

業 種 全ての業種（フランチャイズ契約、風営法対象除く） 

補助対象 

補助金額 

① 事業所の新築・改装費 

② 広報費 

③ 機械設備等の購入費・賃貸借料 ※賃貸借料は１年間分 ※車両は除く 

①～③の費用の合計の1/2 上限50万円（広報費は上限5万円まで） 

※UIターン者の場合には上限75万円（広報費は上限5万円まで） 

※飲食業、サービス業、小売業のうち、糸魚川市立地適正化計画の都市機能誘

導区域に事業所を設置する場合は、補助割合を2/3とします。業種について

は、事前にご確認ください。  

注意：①～③は、市内に事業所を有する企業を請負先、調達先とすること。 

（定義） 

事業継承者･･･事業継承を予定しているもので、当該事業所に１年以上勤務している者（親族関係者を除く） 

第二創業予定者･･･当該事業を引き継ぐ際に、業態転換又はこれまで営んでいた業種と異なる業種の事業を営む者 

 

■ スタートアップ創業支援事業 

次代を担う学生等が、個性的で魅力あふれる創業をする場合、その事業を行う際に必要とな

る経費の一部を最長３年間補助します。 

対 象者 

①大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校に在籍する方 

②上記の大学等を卒業、修了及び中途退学してから１年を経過していない方 

③上記の大学等の教員の方 

業 種 全ての業種（フランチャイズ契約、風営法対象除く） 

補助率 補助対象経費の4/5 

補助金額 最長３年間で最大200万円（各年度上限額100万円） 

補助対象 

広告宣伝費、車両・OA機器等のリース料、備品購入費、光熱水費、通信運搬費、
役務費、デザイン料、マーケティング調査費、旅費、プロパイダ契約料、電話・
インターネット回線使用料、イベント関係費、消耗品費、コンサルタント費、
印刷製本費、保険料、家賃（敷金、礼金の類を除く。）、その他事業に必要な
経費 

注意：市内に事業所を有する企業を請負先、調達先とすること。 

 

 

 



■ 糸魚川創成塾 

起業・創業に必要な知識を集中的に学ぶ６日間の学習講座「糸魚川創成塾」を 

開催しています。「経営者としての心構え」から、「販路開拓」「財務」など 

の経営に必要な知識を専門家から体系的に学びます。 

 

 

■ 事業承継マッチング支援「relay the local糸魚川市」 

事業を譲りたい経営者と、事業を譲り受けたい候補者のマッチングを 

支援するウェブサイトを運営しています。詳細はリンク先からご覧ください。 

 （relay the local 糸魚川市 ： https://relay.town/local/niigata/itoigawa） 

 

創業支援ネットワーク 
 

糸魚川市では、商工会議所・商工会や金融機関が、「いつかは起業したい」「手続が分から

ない」など、創業に関する疑問・課題について一緒に考え、創業後もフォローして事業の成功

を見守ります。 

 

    創業支援ネットワークの相談窓口 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「糸魚川創成塾」の受講、②創業支援ネットワークの創業支援機関で１か月以上（個別相談

４回以上）継続して学ぶ、いずれかの方法で創業に必要な４つの知識(経営・財務・人材育成・

販路開拓)を習得すると「特定創業支援事業者」の証明を受けられます。 

「特定創業支援等事業者」の証明を受けると、次のメリットがあります。 

① 登録免許税の軽減 

糸魚川市内で株式会社、合同会社を設立する際、登記にかかる登録免税が軽減されます。 

・株式会社：資本金の0.7％→0.35％（最低税額15万円→７万５千円) 

・合同会社：資本金の0.7％→0.35％（最低税額６万円→３万円) 

② 信用保証の拡充 

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始６か月前から利用できます。 

③ 日本政策金融公庫の融資制度 

新規開業・スタートアップ創業支援資金の貸付利率引き下げの対象として、同資金を利

用することが可能になります。 

④ 国補助金制度 
国の「小規模事業者持続化補助金＜創業型＞」が申請可能となります。 

⑤ 市補助金制度 
市の「創業支援事業補助金」が申請可能となります。 
（他の要件については、募集案内をご確認ください。） 

 

ワンストップ相談窓口 

個別相談 

個別相談随時受付  

専門家の派遣斡旋 

糸魚川商工会議所 025-552-1225 

能生商工会    025-566-2244 

青海町商工会   025-562-2352 

創業セミナー 創業に役立つ知識講座 
糸魚川商工会議所 ほか 

㈱日本政策金融公庫高田支店 025-524-2340 

創業融資 

個別相談 

個別相談随時受付  

資金調達のアドバイス 

創業融資 

㈱日本政策金融公庫高田支店  

糸魚川信用組合本店  025-552-9880 

㈱第四北越銀行糸魚川支店 025-552-3911 

㈱大光銀行糸魚川支店 025-552-0720 

補助金制度 創業経費の補助 糸魚川市       025-552-1511 

フォローアップ 
創業後の課題について 

窓口相談・巡回相談  

糸魚川商工会議所 

能生商工会・青海町商工会 

創
業
前 

創
業
準
備 

 

創
業 

 

創
業
後 

【申込・問合先】 糸魚川市産業労働課 産業政策係  電話 025-552-1511 


